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(57)【要約】
【課題】より正確で簡便な組織的指標のもとで、室温での時効硬化による曲げ性の低下な
どの新たな問題が生じることなしに、ＳＳマークの発生が少なく、プレス成形性に優れた
成形加工用Ａｌ－Ｍｇ系合金板を提供する。
【解決手段】Ｃｕを含む特定組成からなるＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板の組織として
、Ｘ線小角散乱法で測定された微細粒子（クラスタ）の粒度分布における平均粒子直径や
体積分率を特定範囲に制御して、セレーションが発生しにくい板組織とし、プレス成形時
のＳＳマークの発生を抑制する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｍｇ：２．０～６．０％、Ｃｕ：０．３％を超え、２．０％以下を含み、残
部がＡｌおよび不可避的不純物からなるＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板であって、この
板の組織とプレス成形性との関係を表す指標として、Ｘ線小角散乱法で測定された微細粒
子の粒度分布の平均粒子直径が０．５ｎｍ以上、６．０ｎｍ以下であるとともに、その体
積分率が０．０３％以上であることを特徴とする成形加工用アルミニウム合金板。
【請求項２】
　前記アルミニウム合金板が、更に、質量％で、Ｆｅ：０．５％以下、Ｓｉ：０．５％以
下、Ｍｎ：０．５％以下、Ｃｒ：０．１％以下、Ｚｒ：０．１％以下、Ｔｉ：０．０５％
以下の内から選ばれる一種また二種以上を含有する請求項１に記載の成形加工用アルミニ
ウム合金板。
【請求項３】
　前記アルミニウム合金板が、更に、質量％で、Ｚｎ：１．０％以下を含有する請求項１
または２に記載の成形加工用アルミニウム合金板。
【請求項４】
　前記アルミニウム合金板の成形性を示す指標として、前記アルミニウム合金板の応力－
歪曲線上のセレーション発生の臨界歪みが８％以上である請求項１乃至３のいずれか１項
に記載の成形加工用アルミニウム合金板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は成形性に優れたＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板に関するものである。本発明
で言うアルミニウム合金板とは、熱間圧延板や冷間圧延板であって、溶体化処理および焼
入れ処理などの調質が施されたアルミニウム合金板を言う。また、以下、アルミニウムを
Ａｌとも言う。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境などへの配慮から、自動車等の車両の軽量化の社会的要求はますます高
まってきている。かかる要求に答えるべく、自動車パネル、特にフード、ドア、ルーフな
どの大型ボディパネル（アウタパネル、インナパネル）の材料として、鋼板等の鉄鋼材料
にかえてアルミニウム合金材料の適用が検討されている。
【０００３】
　Ａｌ－Ｍｇ系のＪＩＳ５０５２合金やＪＩＳ５１８２合金等の５０００系アルミニウム
合金板（以下、Ａｌ－Ｍｇ系合金板とも言う）は、延性および強度に優れることから、従
来から、これら大型ボディパネル用の成形加工用（プレス成形用）素材として使用されて
いる。
【０００４】
　しかし、特許文献１などに開示される通り、これらＡｌ－Ｍｇ系合金板について引張試
験を行なえば、応力－歪曲線上の降伏点付近で降伏伸びが生じる場合があり、また降伏点
を越えた比較的高い歪量（例えば引張伸び２％以上）で応力－歪曲線に鋸歯状もしくは階
段状のセレーション（振動）が生じる場合がある。これらの応力－歪曲線上の現象は、実
際のプレス成形において、いわゆるストレッチャーストレイン（以下ＳＳマークとも記す
）の発生を招き、成形品である大型ボディパネル、特に外観が重要なアウタパネルにとっ
て、商品価値を損なう大きな問題となる。
【０００５】
　このＳＳマークは、公知のように、歪量の比較的低い部位で発生する火炎状の如き不規
則な帯状模様のいわゆるランダムマークと、歪量の比較的高い部位で引張方向に対し、約
５０°をなすように発生する平行な帯状模様のパラレルバンドとに分けられる。前者のラ
ンダムマークは降伏点伸びに起因し、また後者のパラレルバンドは段落０００４で記載し
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た応力－歪曲線上のセレーション（振動）に起因することが知られている。
【０００６】
　従来から、これらＳＳマークを解消する方法が種々提案されている。例えば、主な手法
として、Ａｌ－Ｍｇ系合金板の結晶粒をある程度粗大に調整する方法が知られている。た
だ、このような結晶粒の調整方法は、ＳＳマークのうちでも、段落０００４で記載したパ
ラレルバンドの発生防止には有効ではない。また、結晶粒が粗大になり過ぎれば、プレス
成形において表面に肌荒れが発生するなど、却って別の問題が生じる。
【０００７】
　また、別のＳＳマークの解消方法として、Ａｌ－Ｍｇ系合金板の調質材に、大型ボディ
パネルへのプレス成形前に、予めスキンパス加工あるいはレベリング加工等の加工（予加
工）を加えて、若干の歪み（予歪み）を与えておくことも知られている。ただ、このよう
な予加工法でも、加工度が高くなりすぎた場合には、段落０００４で記載した応力－歪曲
線上のセレーション（振動）が生じやすくなり、実際のプレス成形時において、幅の広い
明瞭なパラレルバンドの発生につながりやすい。
【０００８】
　これに対して、前記した特許文献１では、ランダムマークの発生とともに、広幅のパラ
レルバンドの発生も抑制した、Ａｌ－Ｍｇ系合金板の製法が提案されている。この方法は
、Ａｌ－Ｍｇ系合金の圧延板に溶体化・焼入れ処理を施し、その後予加工としての冷間加
工を行ない、最終焼鈍を施し、平均結晶粒径が５５μｍ以下で粗大結晶粒が存在しないよ
うな板を得るものである。
【０００９】
　また、特許文献２は、ＳＳマークの発生抑制には直接言及してはいないが、合金板の熱
的変化を示差熱分析（ＤＳＣ）により測定して得られた、室温からの加熱曲線の吸熱ピー
クの位置や、その高さを、その板のプレス成形性向上の指標とすることを提案している。
【００１０】
　しかし、最近の大型ボディパネル、特に外観が重要なアウタパネルでは、表面性状の要
求レベルが更に厳しくなってきており、これら特許文献１、２でも、このような要求に対
して、ＳＳマーク発生の抑制策が不十分である。
【００１１】
　これに対して、特許文献３などで例示する通り、Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板に対
して、特にＺｎを０．１～４．０％含有させて、ＡｌとＭｇとによって形成されるクラス
タ（超微細金属間化合物）の量を、Ｚｎ等も含むクラスタとして増大させ、セレーション
発生の臨界歪み量（限界歪み量）をより高くして、限界ひずみ量増大効果をより一層高め
る技術が提案されている。これによって、ランダムマークの発生とともに、パラレルバン
ドの発生を同時に抑制でき、ＳＳマークを抑制した、自動車パネルへのプレス成形などの
成形性に優れたＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板ができるとされている。
【００１２】
　また、特許文献４では、同じくＺｎを含有させたＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板の組
織とＳＳマークなどのプレス成形性との関係を表す指標として、Ｘ線小角散乱法で測定さ
れた微細粒子の粒度分布の平均粒子直径と、前記粒度分布のピークサイズの平均数密度と
を規定している。
【００１３】
　ただ、Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板において、Ｚｎを多く含有した場合、室温での
時効硬化が生じやすくなる、という新たな問題が生じる。これは、特許文献３がＳＳマー
ク発生抑制の切り札として生成させようとしている、Ｚｎによって形成されるクラスタ（
超微細金属間化合物）が、室温で生じやすいことに起因するからである。
【００１４】
　通常、Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板は、アルミ板メーカーで製造されてすぐに、自
動車メーカーで大型ボディパネルなどに成形されるわけではなく、通常は数週間以上の間
隔があくのが普通である。このため、例えば、板の製造から１カ月経過後に、大型ボディ
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パネルなどに成形される場合には、時効硬化が著しく進んでしまい、曲げ性やプレス成形
性が却って阻害される、という新たな（別な）問題が生じる。
【００１５】
　周知の通り、熱処理型のＡｌ－Ｚｎ－Ｍｇ系（７０００系）アルミニウム合金板に比し
て、通常、Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板は室温での時効硬化が生じにくい。しかし、
このようなＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板でも、特許文献３のように、Ｚｎ含有量を多
くした場合には、７０００系アルミニウム合金板と同じように、室温での時効硬化を示す
ようになる。
【００１６】
　これに対して、特許文献５、６では、ＳＳマークの発生抑制効果がある元素として、室
温での時効硬化が生じやすいＺｎに代わり、Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板にＣｕを添
加させることが提案されている。ただ、同じようにＣｕを含有してもＳＳマークの発生抑
制効果がない場合があり、Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板におけるＣｕの存在状態（組
織状態）の違いがＳＳマークの発生状態に大きく影響する。
【００１７】
　このため、特許文献５では、板を示差熱分析（ＤＳＣ）により測定して得られた、室温
からの加熱曲線（ＤＳＣ加熱曲線）の１８０～２８０℃の間の吸熱ピークにより、板の組
織を間接的に規定している。
【００１８】
　また、特許文献６では、板の組織を、３次元アトムプローブ電界イオン顕微鏡により測
定された原子の集合体として、隣り合う他のＣｕ原子と特定の関係にあるＣｕ原子の集合
体の平均密度で、より直接的に規定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】特開平７－２２４３６４号公報
【特許文献２】特開２００６－２４９４８０号公報
【特許文献３】特開２０１０－７７５０６号公報
【特許文献４】特開２０１１－３８１３６号公報
【特許文献５】特開２０１２－５２２２０号公報
【特許文献６】特開２０１２－１０７３１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　ただ、ＳＳマークの発生抑制効果のために、Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板にＣｕを
添加する場合でも、ＳＳマーク特性と相関する前記微細なＣｕ原子の集合体（Ｃｕクラス
タ）の存在状態を、より正確に、あるいは、より簡便に測定できる課題は、特許文献５、
６の存在によっても依然残っている。
【００２１】
　したがって、本発明の目的は、より正確で簡便な組織的指標のもとで、室温での時効硬
化などの問題が生じることなしに、ＳＳマーク発生を抑制でき、自動車パネルへのプレス
成形性を向上させた、成形加工用Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　この目的を達成するために、本発明の成形加工用アルミニウム合金板の要旨は、質量％
で、Ｍｇ：２．０～６．０％、Ｃｕ：０．３％を超え、２．０％以下を含み、残部がＡｌ
および不可避的不純物からなるＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板であって、この板の組織
とプレス成形性との関係を表す指標として、Ｘ線小角散乱法で測定された微細粒子の粒度
分布の平均粒子直径が０．５ｎｍ以上、６．０ｎｍ以下であるとともに、その体積分率が
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０．０３％以上であることとする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明者らの知見によれば、Ｃｕを添加したＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板について
、Ｘ線小角散乱法で測定される、板組織中のナノメートルオーダ以下の微細粒子（Ｃｕク
ラスタ）の粒度分布（平均粒子直径と体積分率）が、この微細粒子の存在状態を表し、か
つ、ＳＳマーク特性と相関する。言い換えると、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合
金板では、前記Ｘ線小角散乱法で測定された前記微細粒子の粒度分布が、この板の組織と
、この板のＳＳマーク特性にて代表されるプレス成形性との関係を表す指標となりうるこ
とを知見した。
【００２４】
　このＸ線小角散乱法自体は、ナノメートルオーダの構造（組織）情報を調べる代表的な
手法として古くから知られている。物質にＸ線を照射すると、入射Ｘ線が物質内部の電子
密度分布の情報を反映して、入射Ｘ線の周囲に散乱Ｘ線が発生する。例えば、物質中に粒
子や密度の不均一な領域が存在すると、入射Ｘ線の周囲に散乱が発生する。
【００２５】
　この原理により、アルミニウム合金組織中にナノメートルオーダ以下の微細微小な粒子
が存在すると、入射Ｘ線の周囲に散乱が発生する。Ｘ線小角散乱法では、この散乱Ｘ線を
解析することで、このナノメートルオーダ以下の微細粒子の形状、大きさ、分布の情報を
、正確かつ簡便に得ることができる。これによって、本発明は、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ系
アルミニウム合金板の組織を、前記微細粒子の粒度分布の点から、再現性良く制御して、
セレーションが発生しにくく、ＳＳマーク発生を抑制することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に、本発明の実施の形態につき、要件ごとに具体的に説明する。
【００２７】
（組織）
　本発明では、Ｃｕを含む組成のＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板組織中の、Ｘ線小角散
乱法で測定できる、組成によらない微細粒子全体（総量）の粒度分布（平均粒子直径と体
積分率）を規定する。以下、この微細粒子を原子クラスタとも言う。本発明者らは、Ｘ線
小角散乱法とは別のアトムプローブ法によって、本発明で規定する微細粒子が概ねＣｕ原
子の集まり（Ｃｕ原子の集合体＝Ｃｕクラスタ）であることを予め把握している。このた
め、小角散乱法でその粒度分布や体積分率が測定、導出される微細粒子は、概ねＣｕ原子
の集合体（Ｃｕクラスタ）であると言ってもいい。
【００２８】
　ただ、本発明者らは、組成によらず、Ｃｕクラスタ以外の微細粒子を含む可能性もある
、Ｘ線小角散乱法で測定できる微細粒子全体（総量）の粒度分布（平均粒子直径と体積分
率）が、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板のＳＳマーク特性と良く相関するこ
とを知見している。したがって、本願請求項では、このＸ線小角散乱法で測定される微細
粒子を、敢えてＣｕクラスタとは限定しなかった。ちなみに、前記アトムプローブ法とは
、３次元アトムプローブ電界イオン顕微鏡（３ＤＡＰ:3D Atom Probe Field Ion Microsc
ope ）を用いた、原子の集合体（クラスタ）の原子の種類や原子数および原子間距離など
を分析できる公知の手段である。
【００２９】
　ＳＳマークの発生抑制効果がある元素として、室温での時効硬化が生じやすいＺｎに代
わり、Ｃｕを選択すれば、Ｚｎのように室温での時効硬化が生じることなしに、ＳＳマー
クの発生抑制効果がある。ただ、同じようにＣｕを含有しても、ＳＳマークの発生抑制効
果がない場合があり、例え同じＣｕ含有量のＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板（以下、Ａ
ｌ－Ｍｇ－Ｃｕ系合金板とも言う）であっても、ＳＳマークの発生抑制効果には大きな差
がある。このことから、単にＣｕを含むだけではなく、ＳＳマークの発生状態に大きく影
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響している、Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板の組織状態を明確にする必要がある。
【００３０】
　本発明者らは、この組織状態につき、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板にお
いては、微細粒子の存在状態（存在量や存在の有無、分散状態など）に、ＳＳマークの発
生抑制効果が大きく影響を受けているものと推考した。しかし、このような微細粒子は、
微細すぎて、通常の組織観察で直接、その存在が確認できるわけではない。この微細粒子
は、前記特許文献２、３のＡｌ－Ｍｇ系金属間化合物などと同じく、ナノレベル以下の微
小な大きさである。したがって、通常の組織観察方法であるＳＥＭやＴＥＭの分析方法で
は、この微細粒子を特定することはできない。これを踏まえ、本発明では、この微細粒子
の存在状態を、Ｘ線小角散乱法で測定された微細粒子（Ｃｕクラスタ）の粒度分布（平均
粒子直径と体積分率）として規定する。
【００３１】
（Ｘ線を用いた小角散乱法）
　Ｘ線を用いた小角散乱法自体は、ナノメートルオーダの構造情報を調べる代表的な手法
として古くから知られている。物質にＸ線を照射すると、入射Ｘ線が物質内部の電子密度
分布の情報を反映して、入射Ｘ線の周囲に散乱Ｘ線が発生する。例えば、物質中に粒子や
電子密度の不均一な領域が存在すると、結晶や非晶質等にかかわらず、Ｘ線は干渉して密
度揺らぎ起因の散乱が発生する。これがアルミニウム合金などの金属であれば、アルミニ
ウム合金組織中にナノメートルオーダの微小な析出物などの粒子が存在すると、この粒子
に由来する散乱が観測される。この散乱Ｘ線が発生する領域は、Ｃｕターゲットを用いた
波長１．５４ÅのＸ線の場合、測定角度２θは０．１～１０度程度以下である。前記Ｘ線
小角散乱法では、この散乱Ｘ線を解析することで、ナノメートルオーダの微細な粒子の形
状、大きさ、分布の情報等を得ることができる。小角散乱法は、例えば、特開２０１１－
３８１３６号などで、５０００系のＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板のプレス成形時のス
トレッチャーストレインマークの発生に関連する、微細粒子の粒度分布の平均粒子直径や
、この粒度分布のピークサイズの数密度を測定するために用いられている。
【００３２】
（微細粒子の粒度分布の求め方）
　本発明で規定するアルミニウム合金組織の微細粒子の粒度分布の平均粒子直径や、その
体積分率を測定するためには、先ず、アルミニウム合金板の、Ｘ線小角散乱法で測定され
た、Ｘ線の散乱強度プロファイルを求める。このＸ線の散乱強度プロファイルは、例えば
、縦軸がＸ線の散乱強度（散乱Ｘ線の散乱強度）、横軸が測定角度２θと波長λに依存す
る波数ベクトルｑ(ｎｍ－１)として求められる。このＸ線の散乱強度プロファイルから、
前記微細粒子の粒度分布の平均粒子直径や、その体積分率を求めることができる。
【００３３】
　すなわち、測定したＸ線の散乱強度と、粒子直径とサイズ分布の関数で示される理論式
から計算したＸ線散乱強度が近くなるように非線形最小２乗法によってフィッティングを
行うことで、粒子直径と分散値を求めることが出来る。微細粒子の体積分率を求めるため
には、同時期に測定した析出量が既知の物質の散乱強度プロファイルを用いて、対象の散
乱強度プロファイルを規格化した後、析出物由来の散乱強度より求めることが出来る。
【００３４】
　ちなみに、このようなＸ線の散乱強度プロファイルを解析して、微細粒子の粒度分布を
求める解析方法は、例えばＳｃｈｍｉｄｔらによる公知の解析方法を用いる（Ｉ．Ｓ．Ｆ
ｅｄｏｒｏｖａａｎｄ Ｐ．Ｓｃｈｍｉｄｔ：Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｃｒｙｓｔ．１１、４０５
、１９７８参照）。また、微細粒子の体積分率の求め方は、日本結晶学会、第４１巻、第
６号（１９９９）、奥田浩司「合金の相分離、組織形成過程解明への小角散乱法の応用」
［意外に多い小角散乱実験からの情報（４）］に基づいている。
【００３５】
（微細粒子の粒子直径と体積分率）
　本発明では、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板の組織とプレス成形性との関
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係を表す指標として、Ｘ線小角散乱法で測定された微細粒子の粒度分布において、平均粒
子直径が０．５ｎｍ以上、６．０ｎｍ以下であるとともに、その体積分率が０．０３％以
上であることとする。
【００３６】
　このように、本発明では、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板の組織中に、Ｘ
線小角散乱法で測定されたある範囲のサイズ（平均粒子直径）の微細粒子を、一定量（一
定体積分率）以上存在させる。これによって、限界ひずみ量増大効果を高めて、応力－歪
曲線上のセレーションを抑制し、これに起因するパラレルバンドを抑制して、ストレッチ
ャーストレインマークの発生を抑制する。
【００３７】
　ここで、体積分率とは、検出した微細粒子（検出可能な微細粒子）全部の合計体積の、
アルミニウム合金板の体積（アルミニウム合金板全体の体積）に対する割合である。この
体積分率の製造可能な限界（上限）は数％程度であり、これ以上数密度を増すのは、Ｃｕ
を含むＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板の製造上無理なので、１０％を体積分率の好まし
い上限値とする。
【００３８】
　前記粒度分布のうち、平均粒子直径が０．５ｎｍ未満の場合、微細粒子のサイズ（粒度
）が小さすぎて、限界ひずみ量増大効果が殆どなく、ストレッチャーストレインマークの
発生抑制効果がない。
【００３９】
　また、前記粒度分布のうち、平均粒子直径が６．０ｎｍを超えた場合には、微細粒子の
サイズ（粒度）が大きすぎて、やはり限界ひずみ量増大効果が殆どなく、ストレッチャー
ストレインマークの発生抑制効果がない。
【００４０】
　更に、微細粒子の体積分率が０．０３％未満でも、限界ひずみ量増大に効く微細粒子が
不足し、限界ひずみ量増大効果が殆どなく、ストレッチャーストレインマークの発生抑制
効果がない。
【００４１】
　本発明は、ＳＳマークのうち、降伏伸びの発生によるランダムマークの発生も防止でき
る。したがって、このランダムマークの発生防止のために、従来の予歪み（予加工）を与
える対策も不要となる。言い換えると、従来の予歪み（予加工）を与えずとも、歪量の比
較的低い部位で発生するランダムマークと、歪量の比較的高い部位で発生するパラレルバ
ンドとの、両方のストレッチャーストレインマーク（ＳＳマーク）の発生を十分に抑制で
きる。
【００４２】
　本発明は、自動車パネル用素材板として、特に外観が重要なアウタパネルでの表面性状
の要求レベルが更に厳しくなった場合でも、降伏伸びに起因するランダムマークの発生と
ともに、応力－歪曲線上でのセレーションに関連するパラレルバンドの発生を、同時に抑
制できる。この結果、自動車パネル用素材板の性能を大きく向上できる。　
【００４３】
（化学成分組成）
　本発明成形加工用アルミニウム合金板の化学成分組成は、基本的に、Ａｌ－Ｍｇ系合金
であるＪＩＳ　５０００系に相当するアルミニウム合金とする。
【００４４】
　本発明は、特に、自動車パネルへの成形加工用素材板として、プレス成形性、強度、溶
接性、耐食性などの諸特性を満足する必要がある。このため本発明合金板は、５０００系
アルミニウム合金の中でも、質量％で、Ｍｇ：２．０～６．０％、Ｃｕ：０．３％を超え
、２．０％以下を含み、残部がＡｌおよび不可避的不純物からなるＡｌ－Ｍｇ系アルミニ
ウム合金板とする。なお、元素含有量は全て質量％である。
【００４５】
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　ここで、不純物元素としてのＺｎは、前記した通り、室温での時効硬化が生じて曲げ性
やプレス成形性を低下させる原因となるので、極力含まないようにする。また、仮に含ん
でも、質量％で１．０％未満、好ましくは０．６％以下、より好ましくは０．１％以下、
に規制する。
【００４６】
Ｍｇ：２．０～６．０％
　Ｍｇは、加工硬化能を高め、自動車パネル用素材板としての必要な強度や耐久性を確保
する。また、材料を均一に塑性変形させて破断割れ限界を向上させ、成形性を向上させる
。Ｍｇの含有量が２.０％未満では、強度や耐久性が不十分となる。一方、Ｍｇの含有量
が６．０％を越えると、板の製造が困難となり、しかもプレス成形時に、却って粒界破壊
が発生しやすくなり、プレス成形性が著しく低下する。したがってＭｇの含有量は２．０
～６．０％、好ましくは２．４～５．７％の範囲とする。
【００４７】
Ｃｕ：０．３％を超え、２．０％以下
　Ｃｕは、前記したＣｕを主体とする原子の集合体（原子クラスタ）を形成して、Ｚｎと
違い、板を室温時効硬化させることなく、プレス成形の際のＳＳマークの発生を抑制する
。Ｃｕが０．３％以下と少なすぎる場合は、Ｃｕを主体とするクラスタの生成量が不足し
て、プレス成形の際のＳＳマークの発生抑制効果発揮が不十分となる。一方、Ｃｕの含有
量が２．０％を越えれば、粗大な晶出物や析出物の生成量が多くなり、破壊の起点になり
やすく、却ってプレス成形性を低下させる。Ｃｕの含有量は０．３％を超え、２．０％以
下の範囲内とし、好ましくは０．５～１．５％の範囲内とする。
【００４８】
　ここで、Ｃｕの前記した添加効果を発揮させるためには、ＣｕのＭｇに対する含有量の
比：Ｃｕ／Ｍｇを０．０８～０．８とすることが好ましい。この比の上限値と下限値とは
、互いの前記含有量の好ましい上限値と下限値同士の比から算出される範囲である。
【００４９】
その他の元素
　その他の元素は、Ｆｅ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｔｉなどが例示される。これらの元
素は、溶解原料としてアルミニウム合金スクラップ量（アルミニウム地金に対する割合）
が増すほど含有量が多くなる不純物元素である。即ち、Ａｌ合金板のリサイクルの観点か
ら、溶解原料として、高純度アルミニウム地金だけではなく、５０００系合金やその他の
Ａｌ合金スクラップ材、低純度Ａｌ地金などを溶解原料として使用した場合には、これら
元素の混入量（含有量）が必然的に多くなる。これら元素を例えば検出限界以下などに敢
えて低減することは製造コストを押し上げるので、５０００系アルミニウム合金の通常の
規格（上限量）と同程度の含有の許容（上限値の規定）が必要となる。
【００５０】
　この点で、前記アルミニウム合金板が、更に、質量％で、Ｆｅ：０．５％以下、Ｓｉ：
０．５％以下、Ｍｎ：０．５％以下、Ｃｒ：０．１％以下、Ｚｒ：０．１％以下、Ｔｉ：
０．０５％以下の内から選ばれる一種また二種以上を含有することを許容する。また、Ｔ
ｉに付随して混入しやすいＢ（ボロン）をＴｉの含有量未満の範囲で含有することを許容
する。　
【００５１】
（製造方法）
　本発明の板の製造方法について、以下に具体的に説明する。
【００５２】
　本発明では、溶体化処理前までの圧延工程までは、５１８２、５０８２、５０８３、５
０５６などのＭｇを４．５％程度含む、成形用Ａｌ－Ｍｇ系合金の通常の製造工程による
製造方法で製造可能である。即ち、鋳造（ＤＣ鋳造法や連続鋳造法）、均質化熱処理、熱
間圧延の通常の各製造工程を経て製造され、板厚が１．５～５．０ｍｍであるアルミニウ
ム合金熱延板とされる。この段階で製品板としても良く、また冷間圧延前もしくは冷間圧
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延の中途において１回または２回以上の中間焼鈍を選択的に行ないつつ、更に冷延して、
板厚が１．５ｍｍ以下の冷延板の製品板としても良い。
【００５３】
溶体化処理：
　本発明の組織を有する板とするためには、以上のようにして得られた所要の板厚のこれ
ら熱延板あるいは冷延板に対して、先ず、急速加熱や急速冷却を伴う溶体化・焼入れ処理
を行う。このような溶体化・焼入れ処理を行った材料、いわゆるＴ４処理（調質）材は、
比較的緩やかな加熱や冷却を伴うバッチ焼鈍材と比較して、強度と成形性とのバランスに
優れる。また、溶体化処理に続く焼入れ処理時には原子空孔が導入される。
【００５４】
　ここで、溶体化処理温度の適正値は、具体的な合金組成によって異なるが、４５０℃以
上５７０℃以下の範囲内とする必要がある。また、この溶体化処理温度での保持は１８０
秒（３分）以内とする必要がある。溶体化処理温度が４５０℃未満では合金元素の固溶が
不十分となって強度・延性等が低下する恐れがある。一方、溶体化処理温度が５７０℃を
越えれば、結晶粒が過度に粗大化して成形性の低下や表面の肌荒れが問題となる。また溶
体化処理温度での保持時間が１８０秒を越えれば、結晶粒の過度の粗大化による同様の問
題が生じる。
【００５５】
焼入れ処理
　この溶体化処理後の焼入れ処理時は、板を室温まで冷却するが、溶体化処理温度から２
００℃まで、５℃／秒以上の平均冷却速度で板を冷却する必要がある。溶体化処理温度か
ら２００℃までの平均冷却速度が５℃／秒未満では、冷却中に粗大な析出物が生成して、
この後に低温焼鈍を加えて最終板としても、ＳＳマークが発生する。前記微細粒子が不足
して、体積分率が０．０３％以上とならないからである。これら急速加熱や急速冷却を伴
う溶体化・焼入れ処理は、連続焼鈍ライン（ＣＡＬ）での強制空冷やミスト、水冷等の強
制冷却等を用いて連続的に行っても良い。また、加熱にソルトバス等を、冷却に水焼入れ
、油焼入れ、強制空冷等を用いてバッチ式で行っても良い。ここで、ＣＡＬを用いた溶体
化処理・焼入れを実施した場合、室温～溶体化処理温度までの一般的な加熱および冷却の
速度はともに１～３０℃／秒程度である。
【００５６】
低温焼鈍：
　本発明では、この焼入れ処理終了後、２４時間以上室温時効処理した（室温放置した）
後に、１００℃を超え、２００℃以下の温度に加熱する低温焼鈍を行う。この低温焼鈍の
処理時間は、前記温度範囲に０．５～４８時間程度加熱、保持して行う。
【００５７】
　この低温焼鈍温度が低すぎる、あるいは保持時間が短すぎると、焼鈍の効果がなく、焼
鈍で前記超微細な粒子が生成しないか、生成量が不足する。このため、前記溶体化処理後
の焼入れ処理時の冷却速度制御だけでは、前記微細な粒子が不足して、体積分率を０．０
３％以上とできない。この結果、ＳＳマークの発生を確実に防止できなくなる可能性が高
い。
【００５８】
　一方、低温焼鈍処理を２００℃より高温で行った場合は、高温すぎる焼鈍処理によって
、微細な粒子ではなく、比較的粗大な粒子が生成し、その粒度分布における平均粒子直径
が０．５ｎｍ以上、６．０ｎｍ以下とならない。
【００５９】
　また、この低温焼鈍処理は、前記焼入れ処理の後に、直ちにあるいは連続して行うので
はなく、事前に、少なくとも２４時間以上、好ましくは４８時間以上の室温時効処理を行
った後で行う。この室温時効時間とは、前記焼入れ処理終了（完了）後、低温焼鈍の加熱
開始までの時間（経過あるいは所要時間）である。
【００６０】
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　焼入れ処理（急冷）に続いて低温焼鈍を行う場合、生産性の観点から、焼入れ処理後で
きるだけ早期に実施するのが通例であるが、本発明では、焼入れ処理後に、十分に室温時
効させる。その結果、前記微細粒子の粒度分布における平均粒子直径が０．５ｎｍ以上、
６．０ｎｍ以下とでき、その体積分率も０．０３％以上とすることができる。
【００６１】
冷間加工：
　本発明の板として、ＳＳマークのうち、特にランダムマーク解消のために、前記低温焼
鈍処理を施した後に、更に、加工率が０．２～５％程度の予歪みを板に与える冷間加工（
予加工）を行なう。このように耐力値の増加分が特定の範囲内となるように加工率を調整
した、予加工としての冷間加工を行うことによって、プレス成形時の降伏伸びの発生を確
実に抑制して、ＳＳマーク、特にランダムマークの発生を確実に防止することが可能とな
る。
【００６２】
　予歪みの付与量は、耐力値が若干増加するような、従来の一般的なランダムマーク発生
防止のために行われている予加工と同等で良い。例えば、冷間でのスキンパス圧延、冷間
圧延もしくは冷間でのローラーレベラーによる繰返し曲げ加工などで加工率が０．２～５
％程度の予歪を付与する。
【００６３】
　このような予歪（冷間加工）を与えることにより、積極的に材料内に多数の変形帯を導
入することができ、降伏伸びの発生を確実に防止し、結晶粒の微細なＡｌ－Ｍｇ系合金板
でもランダムマークの発生を安定して防止することが可能となる。この冷間加工の加工率
が０．２％未満と小さすぎると、前記ランダムマーク発生の抑制効果がない。また、この
冷間加工の加工率が５％を超えて大きすぎると、板の耐力値が高くなりすぎて、却って加
工硬化による延性、成形性の低下が懸念され、好ましくない。
【００６４】
　本発明では、以上のような溶体化処理条件と焼入れ処理条件および室温時効処理した後
の低温焼鈍や、その後の冷間加工などを組み合わせた調質によって、前記微細粒子の規定
を満足するアルミニウム合金板を製造できる。これによって、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ系ア
ルミニウム合金板の限界ひずみ量増大効果を高めて、応力－歪曲線上のセレーションを抑
制し、これに起因するパラレルバンドを抑制して、ストレッチャーストレインマークの発
生を抑制できる。また、ＳＳマークのうち、降伏伸びの発生によるランダムマークの発生
も防止できる。
【００６５】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加
えて実施することも可能であり、それらは何れも本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【００６６】
　次に、本発明の実施例を説明する。表１に示す発明例、比較例の各組成のＡｌ－Ｍｇ系
合金板を製造し、表２（表１の続き）に示す条件で調質、製造した後、この調質後の板の
組織、機械的な特性を各々測定、評価した。これらの結果を表３に示す。
【００６７】
　なお、表１における元素含有量の「－」表記は、その元素の含有量が検出限界以下であ
ることを示す。ここで、表１と表２および表３の略号は同じで、互いに略号が同じものは
同じ例を示す。
【００６８】
　熱延板や冷延板の各製造方法（条件）は、各例とも同じ共通条件で行った。すなわち、
ブックモールド鋳造によって鋳造した５０ｍｍ厚の鋳塊を、４８０℃で８時間の均質化熱
処理を行い、その後４００℃にて熱間圧延を開始した。板厚は、２．５ｍｍの熱延板とし
た。この熱延板を、１．３５ｍｍの板厚まで冷間圧延を行った後に、硝石炉にて４００℃
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、１０秒の中間焼鈍を行い、さらに冷間圧延して１．０ｍｍ厚の冷延板とした。
【００６９】
　これら冷延板を、表２に示す種々の条件で、溶体化処理および室温まで焼入れ処理した
。そして、その後、表２に示す通り、室温での焼入れ停止時から低温焼鈍の加熱開始時ま
での室温時効処理時間を種々変え、また、この低温焼鈍処理の温度、時間条件も種々変え
て行った。そして、更に、この低温焼鈍処理後に、直ちに予歪みを板に与える冷間加工を
、スキンパス圧延を用い、共通して０．５％の加工率にて行なった。
【００７０】
　これらスキンパス圧延後の板から試験片（１ｍｍ厚み）を切り出し、室温時効の影響が
ない（無視できる）ように、スキンパス圧延後（最終的に板を作製してから）２４時間以
内に、この試験片（調質直後の板）のＸ線小角散乱測定、組織、機械的な特性を各々測定
、評価した。
【００７１】
（Ｘ線小角散乱測定）
　Ｘ線小角散乱測定は、各例とも共通して、（株）リガク製　水平型Ｘ線回折装置Ｓｍａ
ｒｔＬａｂを用い、波長１．５４ÅのＸ線を用いて測定し、各例とも前記Ｘ線の散乱強度
プロファイルを測定した。試験装置は、試験片表面に対して垂直にＸ線を入射し、入射X
線に対して０．１～１０度の微小角度（小角）で、前記試験片から後方に散乱されるＸ線
を検出器を用いて測定するものである。測定試料は、約８０μｍに薄片化し、測定を行っ
た。このＸ線小角散乱測定は、通常のこの種組織の測定部位と同じく、この板の幅方向断
面である。そして、前記調質直後の板の幅方向断面の任意の箇所から採取した５個の測定
試験片（５箇所の測定箇所）の各測定値を平均化したものを、本発明で規定する、微細粒
子の粒度分布における、平均粒子直径、体積分率（平均体積分率）と各々した。
【００７２】
　前記Ｘ線の散乱強度プロファイルは、前記したＳｃｈｍｉｄｔらによる公知の解析方法
が組み込まれている、解析ソフト（株）リガク製粒径・空孔解析ソフトウェア　ＮＡＮＯ
－Ｓｏｌｖｅｒ［Ｖｅｒ．３．５］を用いて、測定した。そして、測定したＸ線散乱強度
と、解析ソフトで計算したＸ線散乱強度との値が互いに近くなるように、非線形最小２乗
法によってフィッティングを行い、微細粒子（Ｃｕクラスタ）の平均粒子直径を求めた。
　この平均粒子直径は、粒子が完全な球状であると仮定して、理論式を用いて散乱強度を
計算し、実験値とフィッティングして求めた。
【００７３】
　前記微細粒子（Ｃｕクラスタ）の体積分率は、既知析出量の標準試料の散乱強度プロフ
ァイルを用いて微細粒子（Ｃｕクラスタ）由来の散乱強度を規格化した後、微細粒子由来
の散乱を積分して求めた。なお、微細粒子をＣｕ原子の集合体として純銅の電子密度を仮
定し、アルミニウム母相との電子密度差を計算した。
【００７４】
（機械的特性）
　前記試験片の機械的特性の調査として、引張試験を行い、引張強さ、伸びを各々測定し
た。試験条件は、圧延方向に対して直角方向のＪＩＳＺ２２０１の５号試験片（２５ｍｍ
×５０mmＧＬ×板厚）を前記試験片から採取し、引張試験を行った。引張試験は、ＪＩＳ
Ｚ２２４１（１９８０）（金属材料引張り試験方法）に基づき、室温２０℃で試験を行っ
た。この際、クロスヘッド速度は５ｍｍ／分として、試験片が破断するまで一定の速度で
行った。
【００７５】
（室温での経時変化後の板の特性）
　また、室温で保持した際の経時変化（室温時効硬化の影響）を評価するために、前記試
験片を更に室温で１ヶ月保持した後に、同様の条件で引張試験を行い、前記調質処理（製
造）直後からの、引張強さの増加量（室温時効硬化量）を求めた。この室温時効硬化量は
少ないほど良いが、目安として、１ヶ月間当たりの引張強さの増加量が１０ＭＰa以下で
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あることが好ましい。
【００７６】
（ＳＳマーク発生評価）
　ＳＳマーク発生評価も、板を製造後に一定期間保管された上でプレス成形が行われるこ
とを考慮して、前記試験片を更に室温にて１ヶ月保持した後のＳＳマーク発生状態を評価
した。この評価のために、前記試験片を室温にて１ヶ月保持した後に、前記した引張試験
を行い、応力－歪曲線上の鋸歯状のセレーションが発生する歪み量（臨界歪み量：％）を
調べた。ちなみに、本実施例では、実際に（直接的に）プレス成形しての、板のＳＳマー
ク（ＳＳマーク発生）は確認していないが、このセレーション発生の臨界歪み量は、実際
のプレス成形した場合のＳＳマークの発生状態に非常によく相関している。このように、
ＳＳマークの発生状態など、アルミニウム合金板の成形性を示す指標として、前記アルミ
ニウム合金板の応力－歪曲線上のセレーション発生の臨界歪みが８％以上であることが好
ましい。この臨界歪み量εｃ（限界歪み量）の上限は特に限定するものではないが、製造
上の限界などからすれば、２０％程度と想定される。
【００７７】
（プレス成形性評価）
　アウタパネルで問題となる張出成形性の評価として、張出成形試験を行った。この張出
成形試験も、板を製造後に一定期間保管された上でプレス成形が行われることを考慮して
、前記試験片を更に室温にて１ヶ月保持した後に、直径１０１．６ｍｍの球頭張出ポンチ
を用い、長さ１８０ｍｍ、幅１１０ｍｍの試験片に潤滑剤としてスギムラ化学（株）製防
錆洗浄油Ｒ－３０３Ｐを塗布し、成形速度４ｍｍ／S、しわ押さえ荷重２００ｋＮ、スト
ローク２０ｍｍで張出成形試験を行い、割れの発生状態を目視観察した。そして、プレス
成形時の割れが全く発生していないものを○、一部でも割れが発生しているものを×とし
て評価した。
【００７８】
　表１の通り、発明例１～８は、Ｃｕを含有し、Ｚｎを含有しないか規制しており、本発
明のＡｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金組成規定を満足する。また、表２の通り、前記した溶
体化処理・焼入れ処理、予歪、室温時効、低温焼鈍の特殊な組み合わせである、好ましい
製造条件で製造されている。この結果、表３の通り、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ系アルミニウ
ム合金板の組織を、本発明で規定するように、Ｘ線小角散乱法で測定された微細粒子の粒
度分布の平均粒子直径が０．５ｎｍ以上、６．０ｎｍ以下であるとともに、その体積分率
が０．０３％以上とすることができている。
【００７９】
　これによって、各発明例は、表３の通り、製造直後からの引張強さの増加量（室温時効
性＝室温時効硬化量）が小さく、ＳＳマーク特性を含めたプレス成形性に優れている。す
なわち、アルミニウム合金板の応力－歪曲線上のセレーション発生の臨界歪みが８％以上
であり、高いものは１０％以上であり、前記張出成形試験でも割れは発生していない。し
かも、これらの優れたＳＳマーク特性を、ＪＩＳ５０５２合金やＪＩＳ５１８２合金等の
５０００系アルミニウム合金板の有する引張強さや伸びなどの、優れた機械的な特性レベ
ルを落とすことや室温時効硬化すること無しに、達成できている。
【００８０】
　但し、許容量ではあるが、Ｚｎを０．６％と比較的多く含有する発明例８は、０．０３
％、０．０２％と少ない含有量である発明例３、４や、Ｚｎを含有しない他の発明例に比
して、許容範囲ではあるが、室温時効硬化量が大きくなっている。
【００８１】
　一方、比較例９～１４は、発明例１と同じ合金組成でありながら、表２の通り、板の製
造条件が好ましい範囲から各々外れている。
比較例９は溶体化処理温度が低すぎる。
比較例１０は焼入れ処理の冷却速度が小さすぎる。
比較例１１は焼入れ終了後から低温焼鈍開始までの、室温時効保持時間が短すぎる。
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比較例１２は低温焼鈍保持時間が短すぎる。
比較例１３は低温焼鈍温度が低すぎる。
比較例１４は低温焼鈍温度が高すぎる。
【００８２】
　この結果、比較例９～１４は、表３の通り、本発明で規定する微細粒子の粒度分布とで
きていない。このため、強度や伸びなどの機械的な特性は発明例と大差ないものの、アル
ミニウム合金板の応力－歪曲線上のセレーション発生の臨界歪みが８％未満と低く、ＳＳ
マーク特性が発明例に比して著しく低い。すなわち、前記セレーションが起きやすい組織
となっている。
【００８３】
　比較例１５～１８は、表２の通り、製造条件は好ましい範囲ではあるが、合金組成が発
明範囲を外れている。比較例１５はＣｕを含有せず、比較例１６はＭｇ含有量が多すぎる
。比較例１７はＣｕ含有量が少なすぎる。比較例１８はＺｎ含有量が多すぎる。
【００８４】
　この結果、Ｃｕの効果が発揮できない、比較例１５、１７は、好ましい条件で製造され
ているにもかかわらず、表３の通り、本発明で規定する微細粒子の粒度分布とできていな
い。このため、室温時効硬化量は少ないものの、強度も低く、アルミニウム合金板の応力
－歪曲線上のセレーション発生の臨界歪みが８％未満と低く、ＳＳマーク特性は発明例に
比して著しく低い。すなわち、前記セレーションが起きやすい組織となっている。
【００８５】
　比較例１６は、強度が高すぎ、伸びが低く、プレス成形時に割れが生じて、プレス成形
性が発明例に比して低い。
【００８６】
　比較例１８は、Ｚｎが多すぎるために、室温時効硬化量が許容範囲を超えて大きくなる
。このため、プレス成形時に割れが生じて、プレス成形性が発明例に比して低い。
【００８７】
　以上の実施例から、本発明各要件あるいは好ましい製造条件などの、ＳＳマーク特性や
プレス成形性あるいは機械的特性などを兼備するための、臨界的な意義が裏付けられる。
【００８８】
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【表１】

【００８９】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
【００９０】
　以上説明したように、本発明によれば、室温での時効硬化による曲げ性の低下などの新
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たな問題が生じることなしに、前記降伏伸びに起因するランダムマークの発生とともに、
パラレルバンドの発生を同時に抑制して、ＳＳマーク発生を抑制でき、自動車パネルへの
プレス成形性を向上させた、成形加工用Ａｌ－Ｍｇ系アルミニウム合金板を提供できる。
　この結果、板をプレス成形して使用される、前記した自動車などの多くの用途へのＡｌ
－Ｍｇ系アルミニウム合金板の適用を広げるものである。
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